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事 務 連 絡

令和年月 13 日

都道府県

各 指定都市 介護保険主管部局 御中

中 核 市

厚生労働省老健局老人保健課

「介護職員等処遇改善加算に関する第版」の送付について

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。

令和年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、「介護職員等

処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて令和年度分」令和年月 13 日付け老発 0313 第号厚生労働省老

健局長通知においてお示ししたところ、別添のとおり、「介護職員等処遇改善

加算に関する第版」を送付します。

内容を御了知の上、管下市町村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに

当たっては遺漏なきようお願いします。また、本は今後も随時更新します

ので、御承知おきください。

なお、本事務連絡は、令和年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いを

示したものとなりますので、令和年度中の介護職員等処遇改善加算の取扱い

については、「「介護職員等処遇改善加算等に関する第版」の送付に

ついて」令和年月 17 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡を御

参照ください。
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【賃金改善方法・対象経費】

問 賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。

答

・ 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」老発 XXXX 第○号令和年月○日厚生労働省老健局長通知以下「通知」

という。において、介護職員等処遇改善加算以下単に「処遇改善加算」という。を算

定する介護サービス事業者又は介護保険施設介護予防・日常生活支援総合事業の事業者

を含む。以下「介護サービス事業者等」という。は、処遇改善加算の算定額に相当する

介護職員その他の職員の賃金基本給、手当、賞与等退職手当を除く。以下同じ。を

含む。の改善当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことがで

きる。以下「賃金改善」という。を実施しなければならないとしている。

・ 賃金改善の額は、処遇改善加算を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準

と、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等

において算出する。その際、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、

初めて処遇改善加算、介護職員処遇改善加算以下「旧処遇改善加算」という。、介護職

員等特定処遇改善加算以下「旧特定加算」という。若しくは介護職員等ベースアップ

等支援加算以下「旧ベースアップ等加算」という。以下、旧処遇改善加算、旧特定加

算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧加算」という。又は交付金等平成 21年度

補正予算による介護職員支援交付金、令和年度及び令和年度補正予算による介護職

員処遇改善支援補助金、令和年度補正予算による介護人材確保・職場環境改善等事業に

おける補助額のうち人件費として充てた分並び令和年度補正予算による介護分野の職

員の賃上げ・職場環境改善支援事業のうち賃金改善に充てた分をいう。以下同じ。を算

定した年度の前年度における賃金水準とする。

・ ただし、介護サービス事業者等における職員構成の変動等により、初めて処遇改善加算

若しくは旧加算又は交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計するこ

とが困難な場合又は現在の賃金水準と比較することが適切でない場合は、処遇改善加算

を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の見込額に

基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改

善額を算出することとしても差し支えない。

・ また、介護サービス事業所等介護サービス事業所又は介護保険施設介護予防・日常

生活支援総合事業の事業所を含む。以下同じ。を新規に開設した場合については、処遇

改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の

見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定する等の適切な方法により算出した上で試算

する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。


